
〔２８〕首都圏近郊緑地保全法
（昭和４１．６．３０）最近改正 平成１７．７．２９ 法８９号

（目 的）（法第１条）

この法律は、首都圏の近郊整備地帯において良好な自然の環境を有する緑地を保全することは、首都およびその

周辺の地域における住民の健全な生活環境を確保し、首都圏の秩序ある発展を図るために欠くことのできない条件

とされますので、その保全に関し必要な事項を定め、近郊整備地帯の無秩序な市街地化を防止し、もって首都圏の

秩序ある発展に寄与することを目的としています。

近郊緑地保全区域の管理協定の効力

◆管理協定

地方公共団体または緑地管理機構は、近郊緑地保全区域内の近郊緑地保全のため、土地所有等と一定事項につい

て近郊緑地の管理協定を締結することができます（第８条）。

地方公共団体が協定を締結したとき、または都県知事が協定を認可したときは、その旨を公告することになって

います（第１１条）。

◆制限の内容（法第１３条）

公告のあった管理協定については、その後土地の所有者等となった者に対しても、協定の効力が及びます。

◆確認方法（法第１１条）

地方公共団体または都県知事は、当該管理協定の写しをそれぞれの事務所に備えて公衆の縦覧に供するととも

に、管理協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならないとされています。
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